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京都大学のガバナンス体制

上段左から、澤田 拓子、引原 隆士、野崎 治子、椹木 哲夫、山口 佳三、吉貴 寛良
下段左から、國府 寛司、北川 進、岩井 一宏、湊 長博、江上 雅彦、稲垣 恭子、小幡 泰弘

監事  （令和7年4月1日現在）

氏名 任期

山口 佳三 R6.9.1～R10.6.30

吉貴 寛良 R6.9.1～R10.6.30

総長・理事  （令和7年4月1日現在）

氏名 職名 担当 特命事項・その他の所掌事項 任期

湊 長博 総長 R2.10.1 ～R8.9.30

稲垣 恭子 理事（副学長） 男女共同参画、
渉外（基金・同窓会） R6.10.1～R8.9.30

岩井 一宏 理事 
（プロボスト、副学長） 企画・調整、評価、附属病院 R6.10.1～R8.9.30

江上 雅彦 理事
（CFO、副学長） 財務、施設、環境

事業財務、資産管理・運用、
財源確保・創出、
キャンパス計画・整備、交通

R6.10.1～R8.9.30

小幡 泰弘 理事 総務、労務、人事、危機管理 事務改革（DX推進）、報道対応 R6. 7.1～R8.6.30

北川 進 理事（副学長） 研究推進 競争的研究資金戦略、国際共同研究 R6.10.1～R8.9.30

國府 寛司 理事（副学長） 教育、学生、入試 学生国際交流、厚生補導 R6.10.1～R8.9.30

澤田 拓子 ※ 理事 産官学連携 R6. 4.1 ～R8.3.31

椹木 哲夫 理事（副学長） 研究倫理、研究公正、
研究規範、国際交流 監査、研究費不正対応事務 R6.10.1～R8.9.30

野崎 治子 理事 広報 R6. 4.1 ～R8.3.31

引原 隆士 理事（副学長） 情報基盤、図書館 R6.10.1～R8.9.30

※非常勤
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総長のリーダーシップを支える執行部と専属オフィス
学長である総長が全体を総理し、研究・教育・経営を推進していくにあたり、適切な権限と責任の分担による業務執行体制となるよう
プロボスト及びCFOを含む理事を配置している。それぞれの理事が経験や専門的な知見を活かしながら、総長のリーダーシップ
を支える効果的・効率的な業務執行体制を構築するとともに、総長、プロボスト、CFOの高度な意思決定を支える専属のオフィス
を各々設置している。

運営方針会議等の全学会議
運営方針会議、役員会、経営協議会、教育研究評議会を設置しており、それぞれの役割に応じ、所管事項を審議又は決議し、
京都大学の安定的な運営を行っている。特に、運営方針会議においては構成員11名のうち過半数の6名を、経営協議会において
は委員21名のうち3分の2にあたる14名を、学術界、産業界、経済界、行政など広く学外の者から任命しており、それぞれの高い
専門性や知見を得て、京都大学の経営に多様な意見を反映できる体制を構築している。

事業推進組織の設置
事務組織や研究支援組織について、職種に基づいた組織から機能に基づいた組織に再編し、教員、職員及び専門職による多職種
協働型の総合マネジメントを行う総合研究推進本部、教育改革戦略本部及び成長戦略本部を設置しており、それぞれ、研究推進、
教育改革、研究成果活用・外部資金獲得を担っている。

― 高度な大学運営を実現するガバナンス ―

部局長会議
経営及び教育研究を円滑に行うために

必要な連絡、調整及び協議（  ）

組織（概要） （令和7年4月1日現在）

事
務
本
部
等

大学院
（18）

研究科
教授会・
研究科
会議

学部
（10）

学部
教授会

附置
研究所
（12）

研究所
協議員会
又は
教授会

附属
図書館

運営
協議会

医学部
附属病院

病院
協議会

全国共同利用
施設及び
学内共同教育
研究施設
（7）

各センター
協議会等

教育院等
（9）

協議員会等

事業推進
組織
（3）

運営
協議会等

高等
研究院

運営
協議会

その他の
学内組織
（5）

連絡
会議等

教育研究評議会
（大学の教育研究に関する重要事項を審議）

学内者73名

経営協議会
（法人の経営に関する重要事項を審議）

学外者14名・学内者7名

総長選考・監察会議
（総長を選考し、総長の業務執行状況を確認）

学外者6名・学内者6名

役員会
（重要事項を審議）
総長・理事10名

監事
2名

運営方針会議
（運営方針事項を決議し法人運営を監督）

運営方針委員１０名・総長
総長
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